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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰ網を経由してファクシミリ通信を行うファクシミリ装置において、
　ＬＡＮまたは公衆回線を介して前記ＩＰ網へ接続するネットワークインタフェース手段
と、
　前記ネットワークインタフェース手段に接続され、ＩＰプロトコル及びＴＣＰ／ＵＤＰ
プロトコルを制御するＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段と、
　前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段に接続され、リアルタイム転送プロトコ
ルを制御するリアルタイム転送プロトコル制御手段と、
　前記リアルタイム転送プロトコル制御手段に接続され、音声信号の符号化／復号化を行
う音声符号化／復号化手段と、
　前記音声符号化／復号化手段に接続され、ファクシミリ信号の変調／復調を行うファク
シミリモデムと、
　前記ファクシミリモデムに接続され、Ｔ．３０ファクシミリプロトコルを制御する第１
のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と、
　前記第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段に接続され、通信画像データの画
像処理を行う第１の通信画像処理手段と、
　前記第１の通信画像処理手段に接続され、読み取り画像または網から受信した画像デー
タを蓄積する画像蓄積手段と、
　前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段に接続され、Ｔ．３８プロトコルを制御
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するＴ３８プロトコル制御手段と、
　前記Ｔ３８プロトコル制御手段に接続され、Ｔ．３０のファクシミリプロトコルを制御
する第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と、
　前記第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と前記画像蓄積手段との間に接続
され、通信画像データの画像処理を行う第２の通信画像処理手段と、
　前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段、前記リアルタイム転送プロトコル制御
手段、前記音声符号化／復号化手段、前記ファクシミリモデム、前記第１のＴ．３０ファ
クシミリプロトコル制御手段及び前記第１の通信画像処理手段から成る第１の通信手段と
、前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段、前記Ｔ３８プロトコル制御手段、前記
第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段及び前記第２の通信画像処理手段から成
る第２の通信手段のいずれかを選択する通信手段選択手段と
　を具備し、
　ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ゲートウェ
イを介して、Ｇ３ファクシミリ装置と前記第１の通信手段を用いてリアルタイムファクシ
ミリ通信を行い、Ｔ．３８対応のファクシミリ装置と前記第２の通信手段を用いてリアル
タイムファクシミリ通信を行う
　ことを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項２】
　前記第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と前記第２のＴ．３０ファクシミ
リプロトコル制御手段、及び前記第１の通信画像処理手段と前記第２の通信画像処理手段
をそれぞれ１つの共用ファクシミリプロトコル制御手段、及び共用通信画像処理手段で構
成すると共に、
　前記共用ファクシミリプロトコル制御手段と前記ファクシミリモデムまたは前記Ｔ３８
プロトコル制御手段との接続を選択的に切替える切替手段
　を具備することを特徴とする請求項１記載のファクシミリ装置。
【請求項３】
　最初に前記第１の通信手段を選択して発信して相手先にＴ．３８方式の通信能力がある
か否かを判定し、相手先にＴ．３８方式の通信能力がある場合、セッションを一旦中断し
た後、前記第２の通信手段を選択して発信する選択発信制御手段
　を具備することを特徴とする請求項１記載のファクシミリ装置。
【請求項４】
　相手先にＴ．３８方式の通信能力があるか否かの判定を、前記第１の通信手段による最
初の発信に対するセッション確立段階で行う
　ことを特徴とする請求項３記載のファクシミリ装置。
【請求項５】
　相手先にＴ．３８方式の通信能力があるか否かの判定を、前記第１の通信手段による最
初の発信に対するセッション確立後、ファクシミリプロトコルに移行した段階で行う
　ことを特徴とする請求項３記載のファクシミリ装置。
【請求項６】
　ＩＰ網を経由してファクシミリ通信を行うファクシミリ装置において、
　ＬＡＮまたは公衆回線を介して前記ＩＰ網へ接続するネットワークインタフェース手段
と、
　前記ネットワークインタフェース手段に接続され、ＩＰプロトコル及びＴＣＰ／ＵＤＰ
プロトコルを制御するＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段と、
　前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段に接続され、リアルタイム転送プロトコ
ルを制御するリアルタイム転送プロトコル制御手段と、
　前記リアルタイム転送プロトコル制御手段に接続され、音声信号の符号化／復号化を行
う音声符号化／復号化手段と、
　前記音声符号化／復号化手段に接続され、ファクシミリ信号の変調／復調を行う第１の
ファクシミリモデムと、
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　前記第１のファクシミリモデムに接続され、Ｔ．３０ファクシミリプロトコルを制御す
る第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と、
　前記第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段に接続され、通信画像データの画
像処理を行う第１の通信画像処理手段と、
　前記第１の通信画像処理手段に接続され、読み取り画像または網から受信した画像デー
タを蓄積する画像蓄積手段と、
　公衆網への接続を制御する網制御手段と、
　前記網制御手段に接続され、ファクシミリ信号の変調／復調を行う第２のファクシミリ
モデムと、
　前記第２のファクシミリモデムに接続され、Ｔ．３０のファクシミリプロトコルを制御
する第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と、
　前記第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と前記画像蓄積手段との間に接続
され、通信画像データの画像処理を行う第２の通信画像処理手段と、
　前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段、前記リアルタイム転送プロトコル制御
手段、前記音声符号化／復号化手段、前記第１のファクシミリモデム、前記第１のＴ．３
０ファクシミリプロトコル制御手段及び前記第１の通信画像処理手段から成る第１の通信
手段と、前記網制御手段、前記第２のファクシミリモデム、前記第２のＴ．３０ファクシ
ミリプロトコル制御手段及び前記第２の通信画像処理手段から成る第２の通信手段のいず
れかを選択する通信手段選択手段と
　を具備し、
　ＩＰ網に接続されるファクシミリ装置と前記第１の通信手段を用いて通信し、公衆網に
接続されるファクシミリ装置と前記第２の通信手段を用いて通信する
　ことを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項７】
　前記第１のファクシミリモデムと前記第２のファクシミリモデム、前記第１のＴ．３０
ファクシミリプロトコル制御手段と前記第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段
、及び前記第１の通信画像処理手段と前記第２の通信画像処理手段をそれぞれ１つの共用
ファクシミリモデム、共用ファクシミリプロトコル制御手段、及び共用通信画像処理手段
で構成すると共に、
　前記共用ファクシミリモデムと前記音声符号化／復号化手段または前記網制御手段との
接続を選択的に切替える切替手段
　を具備することを特徴とする請求項６記載のファクシミリ装置。
【請求項８】
　相手先番号を入力する相手先番号入力手段と、
　ＩＰ網端末を識別する識別番号を記憶するＩＰ網端末識別番号記憶手段と、
　相手先番号入力時、該入力番号と前記ＩＰ網端末識別番号記憶手段に記憶されている識
別番号を比較して相手先がＩＰ網端末であるか否かを判定し、相手先がＩＰ網端末である
場合には前記第１の通信手段を選択して発信し、相手先がＩＰ網端末でない場合には前記
第２の通信手段を選択して発信する選択発信制御手段と
　を具備することを特徴とする請求項６記載のファクシミリ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＩＰ（Internet Protocol）網を経由してファクシミリ通信を行うファクシミ
リ装置に係わり、詳しくは、ファクシミリ信号を音声信号と見做して処理する見做し音声
方式のファクシミリ通信手段を有するファクシミリ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
今日、ＩＰ網に接続し、インターネット上でファクシミリ通信を行うインターネットファ
クシミリ装置（インターネットＦＡＸ）が普及しつつある。
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【０００３】
ＩＰ網経由でファクシミリ通信を実現するには例えば下記の方式がある。
【０００４】
▲１▼ファクシミリ画像を定義したＴＩＦＦ－ＦＸファイルを、ＳＭＴＰによる電子メー
ルを用いて転送するＩＴＵ－Ｔ　Ｔ．３７方式（ストア・アンド・フォワード方式）。
【０００５】
▲２▼ファクシミリ信号（画情報を含む）をＩＦＰ（Internet Facsimile Protocol）と
呼ぶプロトコルを使ってＩＰパケットに乗せてリアルタイムに転送するＩＴＵ－Ｔ　Ｔ．
３８方式（リアルタイム転送方式）。本方式でのセッションの接続は、後述するインター
ネット電話と同様、Ｈ．３２３やＳＩＰの技術を用いてピア・ツウ・ピア（Ｐ－ｔ－Ｐ）
接続を行う。
【０００６】
▲３▼ＩＰＰＦＡＸなど、ＩＰＰを用いた方式。
【０００７】
上記通信方式を適用したインターネットＦＡＸとしては、下記特許文献１～５等が知られ
ている。
【０００８】
特許文献１には、既存Ｇ３制御部とＬＡＮ制御部を有し、既存Ｇ３ＦＡＸ手順で相手先の
インターネットＦＡＸの通信能力を検知すると、Ｇ３ＦＡＸ手順を中断し、適当なインタ
ーネットＦＡＸに移行する技術が開示されている。
【０００９】
特許文献２には、既存Ｇ３制御部とＬＡＮ制御部を有し、Ｔ．３８方式の手順を省略して
通信時間を短縮する技術が開示されている。
【００１０】
特許文献３には、既存Ｇ３制御部とＬＡＮ制御部を有し、ＵＤＰを使用するＴ．３８方式
で、冗長パケット数を通信中に任意に変更する技術が開示されている。
【００１１】
特許文献４には、既存Ｇ３方式、Ｔ．３７方式、Ｔ．３８方式の通信手段を備え、優先度
に従って方式を選択して公衆網経由でインターネットへ接続し、同じ回線で既存ＦＡＸ通
信を実現する技術が開示されている。
【００１２】
特許文献５には、公衆網（ＰＳＴＮ：Public Switched Telephone Network）を介してイ
ンターネットに接続する構成と、ＰＳＴＮとは別にＴ．３８／Ｔ．３７方式を実装するＬ
ＡＮ制御部を有し、相手能力が既知である時にはＴ．３７方式で通信し、既知でなければ
Ｔ．３８方式で通信する技術が開示されている。
【００１３】
すなわち、これら公知のインターネットＦＡＸでは、上記各方式を選択する構成に関し、
既存Ｇ３ＦＡＸから公衆回線を介して発呼した結果に基づきインターネットＦＡＸ（Ｔ．
３７方式やＴ．３８方式）に移行する構成（特許文献１，２，３）や、既存Ｇ３ＦＡＸか
ら公衆回線経由でインターネットに接続する構成（特許文献４）や、既存Ｇ３ＦＡＸから
公衆回線に接続する機能及びＴ．３７方式やＴ．３８方式を使ってインターネット接続す
る機能を併せ持つ構成（特許文献５）を開示している。
【００１４】
一方、インターネット回線を用いたサービスの１つとして、インターネット電話が普及し
つつある。
【００１５】
インターネット電話のベースとなるのは、ＴＣＰ／ＩＰネットワーク（インターネット）
上で音声データを送受するＶｏＩＰ（Voice over IP）という技術である。
【００１６】
このインターネット電話の普及を背景として、ファクシミリ信号を音声信号と見做してイ
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ンターネット上でリアルタイムに通信する見做し音声方式のファクシミリ通信の試みもな
されている。
【００１７】
この見做し音声方式のファクシミリ通信の実現方法として、従来は、例えば、既存Ｇ３Ｆ
ＡＸに、例えば、専用のアダプタやアダプタ機能を持つＩＰ電話端末を接続し、アダプタ
やＩＰ電話端末が外部（ＦＡＸ本体）からファクシミリ信号を受けてＩＰパケット化する
構成が一般的であった。
【００１８】
この場合、アダプタやＩＰ電話端末が必要となり、その分のコストが上乗せされるために
機器のコストが上昇すると共に、構成も複雑化することになった。
【００１９】
【特許文献１】
特開平１１－２９８７０８号公報
【特許文献２】
特開２０００－１１５５０３号公報
【特許文献３】
特開２００１－１９７２７９号公報
【特許文献４】
特開２００２－４４３５７号公報
【特許文献５】
特開２００２－４４３６３号公報
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来のインターネットＦＡＸでは、アダプタやアダプタ機能を持つＩＰ電話
端末を外部に取り付け、該装置のＶｏＩＰ機能を利用することで、見做し音声方式のファ
クシミリ通信を実現していた。
かかる従来のインターネットＦＡＸでは、ＩＰ電話端末または専用のアダプタの分だけ機
器のコストが上昇し、構成も複雑になるという問題点があった。
【００２０】
本発明は上記問題点を解消し、アダプタやＩＰ電話端末を外付けで接続する必要性をなく
し、ＬＡＮに接続したまま見做し音声方式のファクシミリ通信を実現できると共に、機器
のコスト低減並びに構成の簡略化を図ることができるファクシミリ装置を提供することを
目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明は、ＩＰ網を経由してファクシミリ通
信を行うファクシミリ装置において、ＬＡＮまたは公衆回線を介して前記ＩＰ網へ接続す
るネットワークインタフェース手段と、前記ネットワークインタフェース手段に接続され
、ＩＰプロトコル及びＴＣＰ／ＵＤＰプロトコルを制御するＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロト
コル制御手段と、前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段に接続され、リアルタイ
ム転送プロトコルを制御するリアルタイム転送プロトコル制御手段と、前記リアルタイム
転送プロトコル制御手段に接続され、音声信号の符号化／復号化を行う音声符号化／復号
化手段と、前記音声符号化／復号化手段に接続され、ファクシミリ信号の変調／復調を行
うファクシミリモデムと、前記ファクシミリモデムに接続され、Ｔ．３０ファクシミリプ
ロトコルを制御する第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と、前記第１のＴ．
３０ファクシミリプロトコル制御手段に接続され、通信画像データの画像処理を行う第１
の通信画像処理手段と、前記第１の通信画像処理手段に接続され、読み取り画像または網
から受信した画像データを蓄積する画像蓄積手段と、前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコ
ル制御手段に接続され、Ｔ．３８プロトコルを制御するＴ３８プロトコル制御手段と、前
記Ｔ３８プロトコル制御手段に接続され、Ｔ．３０のファクシミリプロトコルを制御する
第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と、前記第２のＴ．３０ファクシミリプ
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ロトコル制御手段と前記画像蓄積手段との間に接続され、通信画像データの画像処理を行
う第２の通信画像処理手段と、前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段、前記リア
ルタイム転送プロトコル制御手段、前記音声符号化／復号化手段、前記ファクシミリモデ
ム、前記第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段及び前記第１の通信画像処理手
段から成る第１の通信手段と、前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段、前記Ｔ３
８プロトコル制御手段、前記第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段及び前記第
２の通信画像処理手段から成る第２の通信手段のいずれかを選択する通信手段選択手段と
を具備し、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ゲ
ートウェイを介して、Ｇ３ファクシミリ装置と前記第１の通信手段を用いてリアルタイム
ファクシミリ通信を行い、Ｔ．３８対応のファクシミリ装置と前記第２の通信手段を用い
てリアルタイムファクシミリ通信を行うことを特徴とする。
【００２２】
　請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、前記第１のＴ．３０ファク
シミリプロトコル制御手段と前記第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段、及び
前記第１の通信画像処理手段と前記第２の通信画像処理手段をそれぞれ１つの共用ファク
シミリプロトコル制御手段、及び共用通信画像処理手段で構成すると共に、前記共用ファ
クシミリプロトコル制御手段と前記ファクシミリモデムまたは前記Ｔ３８プロトコル制御
手段との接続を選択的に切替える切替手段を具備することを特徴とする。
【００２３】
　請求項３記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、最初に前記第１の通信手段
を選択して発信して相手先にＴ．３８方式の通信能力があるか否かを判定し、相手先にＴ
．３８方式の通信能力がある場合、セッションを一旦中断した後、前記第２の通信手段を
選択して発信する選択発信制御手段を具備することを特徴とする。
【００２４】
　請求項４記載の発明は、上記請求項３記載の発明において、相手先にＴ．３８方式の通
信能力があるか否かの判定を、前記第１の通信手段による最初の発信に対するセッション
確立段階で行うことを特徴とする。
【００２５】
　請求項５記載の発明は、上記請求項３記載の発明において、相手先にＴ．３８方式の通
信能力があるか否かの判定を、前記第１の通信手段による最初の発信に対するセッション
確立後、ファクシミリプロトコルに移行した段階で行うことを特徴とする。
【００２６】
　請求項６記載の発明は、ＩＰ網を経由してファクシミリ通信を行うファクシミリ装置に
おいて、ＬＡＮまたは公衆回線を介して前記ＩＰ網へ接続するネットワークインタフェー
ス手段と、前記ネットワークインタフェース手段に接続され、ＩＰプロトコル及びＴＣＰ
／ＵＤＰプロトコルを制御するＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段と、前記ＴＣＰ
／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段に接続され、リアルタイム転送プロトコルを制御する
リアルタイム転送プロトコル制御手段と、前記リアルタイム転送プロトコル制御手段に接
続され、音声信号の符号化／復号化を行う音声符号化／復号化手段と、前記音声符号化／
復号化手段に接続され、ファクシミリ信号の変調／復調を行う第１のファクシミリモデム
と、前記第１のファクシミリモデムに接続され、Ｔ．３０ファクシミリプロトコルを制御
する第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と、前記第１のＴ．３０ファクシミ
リプロトコル制御手段に接続され、通信画像データの画像処理を行う第１の通信画像処理
手段と、前記第１の通信画像処理手段に接続され、読み取り画像または網から受信した画
像データを蓄積する画像蓄積手段と、公衆網への接続を制御する網制御手段と、前記網制
御手段に接続され、ファクシミリ信号の変調／復調を行う第２のファクシミリモデムと、
前記第２のファクシミリモデムに接続され、Ｔ．３０のファクシミリプロトコルを制御す
る第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段と、前記第２のＴ．３０ファクシミリ
プロトコル制御手段と前記画像蓄積手段との間に接続され、通信画像データの画像処理を
行う第２の通信画像処理手段と、前記ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段、前記リ
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アルタイム転送プロトコル制御手段、前記音声符号化／復号化手段、前記第１のファクシ
ミリモデム、前記第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段及び前記第１の通信画
像処理手段から成る第１の通信手段と、前記網制御手段、前記第２のファクシミリモデム
、前記第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段及び前記第２の通信画像処理手段
から成る第２の通信手段のいずれかを選択する通信手段選択手段とを具備し、ＩＰ網に接
続されるファクシミリ装置と前記第１の通信手段を用いて通信し、公衆網に接続されるフ
ァクシミリ装置と前記第２の通信手段を用いて通信することを特徴とする。
【００２７】
　請求項７記載の発明は、上記請求項６記載の発明において、前記第１のファクシミリモ
デムと前記第２のファクシミリモデム、前記第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御
手段と前記第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段、及び前記第１の通信画像処
理手段と前記第２の通信画像処理手段をそれぞれ１つの共用ファクシミリモデム、共用フ
ァクシミリプロトコル制御手段、及び共用通信画像処理手段で構成すると共に、前記共用
ファクシミリモデムと前記音声符号化／復号化手段または前記網制御手段との接続を選択
的に切替える切替手段を具備することを特徴とする。
【００２８】
　請求項８記載の発明は、上記請求項６記載の発明において、相手先番号を入力する相手
先番号入力手段と、ＩＰ網端末を識別する識別番号を記憶するＩＰ網端末識別番号記憶手
段と、相手先番号入力時、該入力番号と前記ＩＰ網端末識別番号記憶手段に記憶されてい
る識別番号を比較して相手先がＩＰ網端末であるか否かを判定し、相手先がＩＰ網端末で
ある場合には前記第１の通信手段を選択して発信し、相手先がＩＰ網端末でない場合には
前記第２の通信手段を選択して発信する選択発信制御手段とを具備することを特徴とする
。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
【００３１】
図１は、本発明の第１の実施例に係るファクシミリ装置１０－１の機能構成を示すブロッ
ク図である。
【００３２】
このファクシミリ装置１０－１は、装置全体の制御処理を行なう中央処理装置（ＣＰＵ）
１１、制御プログラムが使用するワークエリア（装置の動作を制御するシステムデータや
各種情報を記憶する）となるＲＡＭ１２、ファクシミリ全体を制御するプログラム（ＲＯ
Ｍ）を有するシステム制御部１３、網から受信した画像データあるいは読み取った画像デ
ータを格納する画像蓄積部１４、送信原稿やコピー原稿を所定の解像度で読み取る読取部
１５、受信した画像データや読取った画像データを所定の解像度で記録紙に記録して出力
する記録部１６、タッチパネル等で構成され、使用者がこの装置を動作させるための各種
操作（発呼操作等）を行なったり、各種情報を表示するための操作／表示部１７、画像デ
ータの送信時に相手能力に合わせて該画像データに対する解像度変換、紙サイズ変換、符
号則変換等の処理を行う通信画像処理部１８Ａ，１８Ｂ、ＩＴＵ－Ｔ勧告　Ｔ．３０のフ
ァクシミリプロトコルを制御するＴ３０制御部１９Ａ，１９Ｂ、ファクシミリ信号を音声
信号と見做し、該音声信号の変調／復調を行うファクシミリモデム（ＭＯＤＥＭ）２０、
ＰＣＭ（Pulse Code Modulation）やＡＤＰＣＭ（Adaptive Differential Pulse Code Mo
dulation）等の方式により見做し音声信号（ファクシミリ信号）の符号化／復号化を行う
音声符号化／復号化部２１、ＲＴＰ（Realtime Transport Protocol）等のリアルタイム
転送プロトコルを制御するリアルタイム転送制御部２２、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＴ．３８プロ
トコル（リアルタイムファクシミリ用）を制御するＴ３８制御部２４、インターネットの
ネットワークレイヤ・トランスポートレイヤのプロトコル〔ＩＰ網との通信制御を行なう
ＩＰプロトコル・ＴＣＰ（Transmission Control Protocol）／ＵＤＰ（User Datagram P
rotocol）プロトコル〕を制御するＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５、データリンク層以
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下の通信制御機能を有し、ＬＡＮ（Local Area Network）または公衆回線を介してＩＰ網
へ接続するネットワークインタフェース（ネットワークＩ／Ｆ）２６、Ｈ．３２３やＳＩ
Ｐ（Session Initiation Protocol）プロトコルなどの制御機能を有し、インターネット
を介してＰ－ｔ－Ｐでセッション接続制御を行うセッション接続制御部２７を具備して構
成される。
【００３３】
　このファクシミリ装置１０－１において、通信画像処理部１８Ａ（本願の請求項１にお
ける、第１の通信画像処理手段）、Ｔ３０制御部１９Ａ（同、第１のＴ．３０ファクシミ
リプロトコル制御手段）、ＭＯＤＥＭ２０、音声符号化／復号化部２１、リアルタイム転
送制御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５から成る部分は第１の通信手段を形成し
ている。
【００３４】
　また、通信画像処理部１８Ｂ（本願の請求項１における、第２の通信画像処理手段）、
Ｔ３０制御部１９Ｂ（同、第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段）、Ｔ３８制
御部２４、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５から成る部分は第２の通信手段を形成してい
る。
【００３５】
第１の通信手段は、ファクシミリ信号を音声信号と見做してリアルタイムファクシミリ通
信を行う場合に用いられる。この場合、ＶｏＩＰの技術を使って、Ｇ３ファクシミリの通
信手順をそのままＩＰ網４０に乗せる信号処理が行われる。
【００３６】
この見做し音声方式の第１の通信手段を選択して発呼し、セッション接続制御部２７の制
御による相手端末とのセッション確立後、該相手端末にＧ３ファクシミリ通信手順を経て
画像データを送信する際、画像蓄積部１４に記憶されている送信用の画像データが通信画
像処理部１８Ａに送出される。
【００３７】
なお、画像蓄積部１４に記憶されている送信用の画像データは、例えば、当該送信に際し
て読取部１５での原稿読み取り走査により読み取られた画像データや、ＩＰ網４０を介し
て予め受信されている画像データである。
【００３８】
通信画像処理部１８Ａは、画像蓄積部１４からの画像データに対して相手端末の能力に合
わせて解像度変換、紙サイズ変換、符号側変換等の処理を施してＴ３０制御部１９Ａに送
出する。
【００３９】
Ｔ３０制御部１９Ａは、通信画像処理部１８Ａからの画像データをＴ．３０のプロトコル
に従ってＭＯＤＥＭ２０に送出する。
【００４０】
ＭＯＤＥＭ２０は、Ｔ３０制御部１９Ａからの画像データ（デジタル信号）を変調し、該
変調信号（アナログ信号）を音声符号化／復号化部２１に送出する。
【００４１】
音声符号化／復号化部２１は、ＭＯＤＥＭ２０からの変調信号（音声信号とみなされるフ
ァクシミリ信号）をＰＣＭ等の符号化方式により符号化し、該符号化信号（デジタル信号
）をリアルタイム転送制御部２２に送出する。
【００４２】
リアルタイム転送制御部２２は、音声符号化／復号化部２１から符号化信号（見做し音声
信号）を受信すると、リアルタイム転送プロトコル（ＲＴＰ）を使ってＩＰパケットに乗
せ、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５に送出する。
【００４３】
ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５は、リアルタイム転送制御部２２からのＩＰパケットを
ＴＣＰやＵＤＰのプロトコルに乗せ、ネットワークＩ／Ｆ２６を介してＩＰ網４０に送出
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する。
【００４４】
また、第１の通信手段では、画像データの受信時、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５が、
ＴＣＰやＵＤＰのプロトコルに乗せられて相手端末からＩＰ網４０を通じて送られてＩＰ
パケット〔ＰＣＭ符号化信号（見做し音声信号）が乗せられたもの〕をネットワークＩ／
Ｆ２６を介して受信する。
【００４５】
次いで、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５は、該ＩＰパケットをＲＴＰを使ってリアルタ
イム転送制御部２２に送出する。
【００４６】
リアルタイム転送制御部２２は、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５からのＩＰパケットを
分解してＰＣＭ方式等による符号化信号（見做し音声信号）を取り出し、音声符号化／復
号化部２１に送出する。
【００４７】
音声符号化／復号化部２１は、リアルタイム転送制御部２２からの符号化信号を該当する
復号化方式により復号化してＭＯＤＥＭ２０に送出する。
【００４８】
ＭＯＤＥＭ２０は、音声符号化／復号化部２１からの復号化信号（見做し音声信号：アナ
ログ信号）を画像データ（デジタル信号）に復調してＴ３０制御部１９Ａに送出する。
【００４９】
Ｔ３０制御部１９Ａは、ＭＯＤＥＭ２０からの復調信号（画像データ）をＴ．３０のプロ
トコルに従って通信画像処理部１８Ａに送出する。
【００５０】
通信画像処理部１８Ａは、Ｔ３０制御部１９Ａからの画像データを画像蓄積部１４に記憶
する。
【００５１】
画像蓄積部１４に記憶された画像データは、記録部１６に送出され、記録・排出される。
【００５２】
これに対し、第２の通信手段は、Ｔ．３８のプロトコルを使って、ファクシミリ通信をリ
アルタイムに行う場合に用いられる。この場合、画像データを含むファクシミリ信号をＴ
．３８パケット（ＩＰパケット）に乗せてＩＰ網４０内を中継するための信号処理が行わ
れる。
【００５３】
このＴ．３８方式の第２の通信手段を選択して発呼し、セッション接続制御部２７の制御
による相手端末とのセッション確立後、該相手端末にＩＰ網４０を介して画像データを送
信する際、画像蓄積部１４に記憶されている送信用の画像データが通信画像処理部１８Ｂ
に送られる。
【００５４】
通信画像処理部１８Ｂは、画像蓄積部１４からの画像データに対して相手端末の能力に合
わせて解像度変換、紙サイズ変換、符号側変換等の処理を施してＴ３０制御部１９Ｂに送
出する。
【００５５】
Ｔ３０制御部１９Ｂは、通信画像処理部１８Ｂからの画像データをＴ．３０のプロトコル
に従ってＴ３８制御部２４に送出する。
【００５６】
Ｔ３８制御部２４は、Ｔ３０制御部１９Ｂからの画像データを受信すると、Ｔ．３８で勧
告されるＩＦＰ（Internet Facsimile Protocol）を使ってＩＰパケットに乗せ、ＴＣＰ
／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５に送出する。
【００５７】
ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５は、Ｔ３８制御部２４からのＩＰパケットをＴＣＰやＵ
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ＤＰのプロトコルに乗せ、ネットワークＩ／Ｆ２６を介してＩＰ網４０に送出する。
【００５８】
また、第２の通信手段では、画像データの受信時、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５が、
ＴＣＰやＵＤＰのプロトコルに乗せられて相手端末からＩＰ網４０を通じて送られてＩＰ
パケットをネットワークＩ／Ｆ２６を介して受信する。
【００５９】
次いで、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５は、該ＩＰパケットをＩＦＰを使ってＴ３８制
御部２４に送出する。
【００６０】
Ｔ３８制御部２４は、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５からのＩＰパケットから画像デー
タを取り出し、Ｔ３０制御部１９Ｂに送出する。
【００６１】
Ｔ３０制御部１９Ｂは、Ｔ３８制御部２４からの画像データをＴ．３０のプロトコルに従
って通信画像処理部１８Ｂに送出する。
【００６２】
通信画像処理部１８Ｂは、Ｔ３０制御部１９Ｂからの画像データを画像蓄積部１４に記憶
する。
【００６３】
画像蓄積部１４に記憶された画像データは、記録部１６に送出され、記録・排出される。
【００６４】
　上記構成を有するファクシミリ装置１０－１において、システム制御部１３には、上記
第１と第２の通信手段のいずれかを選択して発信する通信手段選択制御機能が備わる。
【００６５】
このファクシミリ装置１０－１において、第１または第２の通信手段のいずれを選択して
通信を行うかを考えるには、該ファクシミリ装置１０－１が使用されるネットワーク環境
を理解する必要がある。
【００６６】
図２は、ファクシミリ装置１０－１が配置されるネットワークの構成を示す図である。
【００６７】
図２において、ファクシミリ装置１０Ａ（インターネットＦＡＸ：ＩＰ－ＦＡＸ）は、図
１に示すファクシミリ装置１０－１に相当する。
【００６８】
このファクシミリ装置１０Ａは、ＬＡＮ３０を介してＩＰ網４０に接続される。
【００６９】
ＩＰ網４０には、ファクシミリ装置１０Ａと同機能を有するファクシミリ装置１０Ｂ（Ｉ
Ｐ－ＦＡＸ）が接続されている。
【００７０】
また、ＩＰ網４０には、ＶｏＩＰ技術を用いたゲートウェイ（ＶｏＩＰ　ＧＷ）５０Ｃを
介して既存（Ｇ３）ファクシミリ装置１０Ｃが接続されている。
【００７１】
また、ＩＰ網４０には、Ｔ．３８方式のプロトコルに従って動作するゲートウェイ（Ｔ．
３８　ＧＷ）５０Ｄを介して既存（Ｇ３）ファクシミリ装置１０Ｄが接続されている。
【００７２】
このネットワーク構成において、ファクシミリ装置１０Ａは、第１の通信手段により、Ｉ
Ｐ網４０、ゲートウェイ５０Ｃを通じて、ファクシミリ装置１０Ｃと見做し音声方式によ
るＧ３ファクシミリ通信を行うことができる。
【００７３】
また、ファクシミリ装置１０Ａは、第２の通信手段により、ＩＰ網４０、ゲートウェイ５
０Ｄを通じて、ファクシミリ装置１０ＤとＴ．３８方式によるＧ３ファクシミリ通信を行
うことができる。
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【００７４】
また、ファクシミリ装置１０Ａは、第１の通信手段または第２の通信手段を用いることに
よって、ファクシミリ装置１０Ｂとの間で、ＩＰ網４０を通じて、見做し音声方式または
Ｔ．３８方式によるファクシミリ通信を行うことができる。
【００７５】
但し、ファクシミリ装置１０Ａとファクシミリ装置１０Ｂとのファクシミリ通信では、後
述する選択発信制御部１３１の選択発信制御により、第１の通信手段（見做し音声方式）
よりも通信品質に勝る第２の通信手段（Ｔ．３８方式）が選択され、Ｔ．３８方式のファ
クシミリ通信が行われる。
【００７６】
図２に示すネットワーク環境下で運用されるファクシミリ装置１０Ａの発呼に際し、第１
または第２の通信手段のいずれを選択して発呼するかは、例えば、システム制御部１３内
に設けられる選択発信制御部１３１の制御に委ねられる。
【００７７】
選択発信制御部１３１は、例えば、最初のファクシミリ呼を第１の通信手段を選択して相
手端末に発信し、該相手端末にＴ．３８方式の通信能力があるか否かによって、第１の通
信手段を用いてファクシミリ通信を実行するか、セッションを一旦中断して再度第２の通
信手段を選択して発信する選択発信制御を行なう。
【００７８】
この選択発信制御において、相手端末の通信能力を判断するタイミングは、相手端末との
セッション確立段階と、ファクシミリプロトコルの通信手順に入った段階のいずれかが考
えられる。
【００７９】
この点を踏まえ、図２に示すネットワーク環境下でのファクシミリ装置１０Ａの通信動作
について説明する。
【００８０】
図３は、第１の実施例に係わるファクシミリ装置１０Ａ（図１のファクシミリ装置１０－
１）の処理動作を示すフローチャートである。
【００８１】
このファクシミリ装置１０Ａでは、ユーザにより、操作／表示部１７を用いて相手先番号
の入力後、送信開始操作がなされると（ステップＳ３０１）、システム制御部１３内の選
択発信制御部１３１は、まず、見做し音声方式の第１の通信手段を選択して発信するよう
に制御する（ステップＳ３０２）。
【００８２】
具体的には、選択発信制御部１３１は、セッション接続制御部２７に指示して相手端末と
のセッションを開始させる。
【００８３】
セッション開始後、セッション接続制御部２７は、セッションの対象先から応答信号（セ
ッション開始応答）を受信すると、該セッション開始応答信号を選択発信制御部１３１に
渡す。
【００８４】
なお、セッションの対象は、発呼の相手先によって異なる。例えば、相手先がファクシミ
リ装置１０Ｃ（図２参照）であれば、セッションの対象先はゲートウェイ５０Ｃであり、
相手先がファクシミリ装置１０Ｄ（図２参照）であれば、セッションの対象先はゲートウ
ェイ５０Ｄである。
【００８５】
また、相手先がファクシミリ装置１０Ｂであれば、セッションの対照先は、当該ファクシ
ミリ装置１０Ｂのセッション接続制御部２７（図１参照）となる。
【００８６】
これらセッションの対象先では、ファクシミリ装置１０Ａからセッション接続要求を受け
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ると、管轄下の（この時の発呼相手先である）ファクシミリ装置の通信能力を示す情報を
付加してセッション開始応答をセッション要求元（ファクシミリ装置１０Ａのセッション
接続制御部２７）に送信する。
【００８７】
例えば、ゲートウェイ５０Ｃは、上記セッション接続要求に対して、最終的な宛先である
ファクシミリ装置１０ＣがＧ３ＦＡＸのみ対応の通信能力を有することを示す情報を付加
してセッション開始応答を送信する。
【００８８】
また、ゲートウェイ５０Ｄは、上記セッション接続要求に対して、最終的な宛先であるフ
ァクシミリ装置１０ＤがＴ．３８方式に対応する通信能力を有することを示す情報を付加
してセッション開始応答を送信する。
【００８９】
また、ファクシミリ装置１０Ｂは、上記セッション接続要求に対し、自ファクシミリ装置
１０ＢがＴ．３８方式に対応する通信能力と、見做し音声方式に対応する通信能力を有す
ることを示す情報を付加してセッション開始応答を返送する。
【００９０】
なお、上記セッションの対象先からの通信能力の通知に関しては、セッション接続段階で
通信能力を通知する（上記セッション接続要求に対して上記セッション開始応答に通信能
力を付加して送信する）のに限らず、セッション確立後、ファクシミリプロトコルに進ん
だ段階で特定の通信手順信号（ＤＩＳ、ＮＳＦ等）に通信能力を付加して送信する場合も
ある。
【００９１】
選択発信制御部１３１は、セッション接続制御部２７からセッション開始応答を受け取る
と、該セッション開始応答中に、相手先の能力を示す情報が付加されているどうかをチェ
ックする（ステップＳ３０３）。
【００９２】
ここで、セッション開始応答中に、相手先の能力を示す情報が付加されていない場合（ス
テップＳ３０３ＮＯ）、選択発信制御部１３１は、セッションの対象先とセッションを確
立し、該当するファクシミリ装置とのファクシミリ通信手順（プロトコル）を開始する（
ステップＳ３０４）。
【００９３】
このファクシミリプロトコル実施中、第１の通信手段は、Ｇ３ファクシミリの通信手順信
号をＩＰパケット化してＩＰ網４０を通じて相手先ファクシミリ装置に送出し、相手先フ
ァクシミリ装置からＩＰ網４０を通じて受信されるＩＰパケットから通信手順信号を取り
出す処理を行う。
【００９４】
そして、上記ファクシミリ制御手順の進行中、相手先ファクシミリ装置からその能力を示
すＤＩＳまたはＮＳＦを受信すると、該受信したＤＩＳまたはＮＳＦを選択発信制御部１
３１に渡す。
【００９５】
選択発信制御部１３１は、第１の通信手段から入力するＤＩＳ若しくはＮＳＦを解析し、
相手先ファクシミリ装置にＴ．３８方式の通信能力があるかどうかを判断する（ステップ
Ｓ３０５）。
【００９６】
ここで、相手先ファクシミリ装置（例えば、ファクシミリ装置１０Ｂや１０Ｄ）にＴ．３
８方式の通信能力があった場合（ステップＳ３０５ＹＥＳ）、選択発信制御部１３１は、
セッションを一旦中断し（ステップＳ３０６）、Ｔ．３８方式の第２の通信手段を選択し
て発信するように制御する（ステップＳ３０７）。
【００９７】
その後、相手先のファクシミリ装置との間で所定の通信プロトコル経てＴ．３８方式のフ
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ァクシミリ通信を実行する。
【００９８】
このＴ．３８方式のファクシミリ通信において、第２の通信手段では、Ｔ３８制御部２４
が、ファクシミリ信号をＩＦＴと呼ぶプロトコルを使ってＩＰパケットに乗せ、受信側ゲ
ートウェイ（例えば、５０Ｄ）に送信する。
【００９９】
受信側ゲートウェイでは、ＩＰパケット化されたファクシミリ信号を再び変調してＧ３フ
ァクシミリのアナログ信号に変換し、最終的な宛先である例えばファクシミリ装置１０Ｄ
に送信する。
【０１００】
また、上記一連の処理中、ステップＳ３０３で、セッション開始応答中に、相手先の能力
を示す情報が付加されていた場合（ステップＳ３０３ＹＥＳ）、選択発信制御部１３１は
、その情報を解析し、相手先にＴ．３８方式の通信能力があるかどうかを判断する（ステ
ップＳ３１１）。
【０１０１】
ここで、相手先にＴ．３８方式の通信能力がある場合（ステップＳ３１１ＹＥＳ）、選択
発信制御部１３１は、セッションを一旦中断（ステップＳ３０６）した後、Ｔ．３８方式
の第２の通信手段を選択して発信し（ステップＳ３０７）、相手先のファクシミリ装置と
の間でＴ．３８方式のファクシミリ通信を実行する。
【０１０２】
これに対して、相手先ファクシミリ装置（例えば、ファクシミリ装置１０Ｃ）にＴ．３８
方式の通信能力がなかった場合（ステップＳ３１１ＮＯ）、システム制御部１３は、最初
の発呼時に選択してある第１の通信手段を制御し、相手先のファクシミリ装置（例えば、
１０Ｃ）との間で見做し音声方式のファクシミリ通信を実行する（ステップＳ３１２）。
【０１０３】
このように、第１の実施例に係わるファクシミリ装置１０－１では、通信画像処理部１８
Ａ、Ｔ３０制御部１９Ａ、ＭＯＤＥＭ２０、音声符号化／復号化部２１、リアルタイム転
送制御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５から成る見做し音声方式のファクシミリ
通信手段（第１の通信手段：図１参照）を具備している。
【０１０４】
かかる構成により、ファクシミリ装置１０－１では、アダプタやアダプタ機能付ＩＰ電話
端末を外付けすることなく、見做し音声方式のファクシミリ通信を実現できる。
【０１０５】
また、見做し音声方式のファクシミリ通信手段を内蔵したファクシミリ装置１０－１によ
れば、アダプタやアダプタ機能付ＩＰ電話端末が不要になり、その分だけファクシミリシ
ステムのコストを低減でき、構成も簡略化できる。
【０１０６】
また、このファクシミリ装置１０－１では、見做し音声方式の通信手段（第１の通信手段
）の他、この第１の通信手段のＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御部２５に接続される
Ｔ３８制御部２４、Ｔ３０制御部１９Ｂ及び通信画像処理部１８Ｂから成るＴ．３８方式
の第２の通信手段と、第１または第２の通信手段のいずれかを選択する通信手段選択手段
（システム制御部１３）を備えるため、既存ファクシミリ装置と第１の通信手段を用いて
見做し音声方式のファクシミリ通信を行えると共に、Ｔ．３８対応のファクシミリ装置と
第２の通信手段を用いてＴ．３８方式のファクシミリ通信を行うことができる。
【０１０７】
また、このファクシミリ装置１０－１では、図１に示すように、通信画像処理部１８Ａ、
Ｔ３０制御部１９Ａ、ＭＯＤＥＭ２０、音声符号化／復号化部２１、リアルタイム転送制
御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５から成る第１の通信手段と、通信画像処理部
１８Ｂ、Ｔ３０制御部１９Ｂ、Ｔ３８制御部２４、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５から
成る第２の通信手段とは、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５を共有することができ、この
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点も構成の簡略化並びにコスト低減に貢献する。
【０１０８】
構成の簡略化並びにコスト低減効果を更に高めるという観点からは、以下に述べる第２の
実施例のように、第１の通信手段と第２の通信手段が持つ、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部
２５以外の各モジュールをそれぞれ１つの共有モジュールとして実現する構成も有効であ
る。
【０１０９】
図４は、第２の実施例に係わるファクシミリ装置１０－２の構成を示すブロック図である
。
【０１１０】
このファクシミリ装置１０－２において、ＣＰＵ１１、ＲＡＭ１２、システム制御部１３
、画像蓄積部１４、読取部１５、記録部１６、操作／表示部１７、ＭＯＤＥＭ２０、音声
符号化／復号化部２１、リアルタイム転送制御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５
、ネットワークＩ／Ｆ２６、セッション接続制御部２７は、第１の実施例に係わるファク
シミリ装置１０－１の各対応部分と同様のものである。
【０１１１】
通信画像処理部１８とＴ３０制御部１９は、それぞれ、第１の実施例に係わるファクシミ
リ装置１０－１の通信画像処理部（１８Ａ，１８Ｂ）とＴ３０制御部（１９Ａ，１９Ｂ）
と同様のものである。
【０１１２】
更に、Ｔ３０制御部１９とＭＯＤＥＭ２０及びＴ３８制御部２４の間には、Ｔ３０制御部
１９とＭＯＤＥＭ２０またはＴ３８制御部２４間の接続を選択的に切替える切替部２３が
設けられる。
【０１１３】
このファクシミリ装置１０－２では、切替部２３の切替によって、通信画像処理部１８、
Ｔ３０制御部１９、切替部２３、ＭＯＤＥＭ２０、音声符号化／復号化部２１、リアルタ
イム転送制御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５から成る通信手段と、通信画像処
理部１８、Ｔ３０制御部１９、切替部２３、Ｔ３８制御部２４、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制
御部２５から成る通信手段とを選択的に形成できる。
【０１１４】
前者の通信手段は、第１の実施例に係わるファクシミリ装置１０－１における見做し音声
方式のファクシミリ通信手段（第１の通信手段）に相当し、後者の通信手段は、同ファク
シミリ装置１０－１におけるＴ．３８方式のファクシミリ通信手段（第２の通信手段）に
相当する。
【０１１５】
つまり、第２の実施例に係わるファクシミリ装置１０－２は、第１の実施例に係わるファ
クシミリ装置１０－１において、第１の通信手段と第２の通信手段毎に備えていた通信画
像処理部１８Ａと１８Ｂ、及びＴ３０制御部１９Ａと１９Ｂを各々１つのモジュール（通
信画像処理部１９、及びＴ３０制御部１９）として構成したものである。
【０１１６】
これにより、第１の実施例では２系統分必要であった通信画像処理部とＴ３０制御部とが
、第２の実施例では１系統分で済み、構成の簡略化並びに機器コスト低減効果を更に高め
ることができる。
【０１１７】
第２の実施例に係わるファクシミリ装置１０－２の動作については、選択発信制御部１３
１において、切替部２３を切替え制御することにより、第１の通信手段と第２の通信手段
を選択的に切替える制御が加わる以外は、第１の実施例に係わるファクシミリ装置１０－
１と同じである。
【０１１８】
従って、このファクシミリ装置１０－２においても、アダプタやアダプタ機能付ＩＰ電話
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端末を外付けすることなく、ＬＡＮ３０に接続したまま見做し音声方式のファクシミリ通
信を行うことができる。
【０１１９】
図５は、本発明の第３の実施例に係るファクシミリ装置１０－３の機能構成を示すブロッ
ク図である。
【０１２０】
このファクシミリ装置１０－３の構成において、ＣＰＵ１１、ＲＡＭ１２、画像蓄積部１
４、読取部１５、記録部１６、操作／表示部１７、ネットワークＩ／Ｆ２６、セッション
接続制御部１７は、それぞれ、第１の実施例に係わるファクシミリ装置１０－１の対応各
部と同等のものである。
【０１２１】
　また、通信画像処理部１８Ａ（本願の請求項６における、第１の通信画像処理手段）、
Ｔ３０制御部１９Ａ（同、第１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段）、ＭＯＤＥ
Ｍ２０Ａ（同、第１のファクシミリモデム）、音声符号化／復号化部２１、リアルタイム
転送制御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５から成る部分は、見做し音声方式のフ
ァクシミリ通信手段（以下、対ＩＰ網通信手段という）を形成している。
【０１２２】
この対ＩＰ網通信手段は、例えば、第１の実施例に係わるファクシミリ装置１０－１の第
１の通信手段と同等のものであり、第１の実施例で説明したと同じ信号処理を経てＩＰ網
４０経由の見做し音声ファクシミリ通信（Ｇ３）を行う。
【０１２３】
また、本実施例に係わるファクシミリ装置１０－３には、画像データの送信時に相手能力
に合わせて該画像データに対する解像度変換、紙サイズ変換、符号則変換等の処理を行う
通信画像処理部１８Ｂ、ＩＴＵ－Ｔ勧告　Ｔ．３０のファクシミリプロトコルを制御する
Ｔ３０制御部１９Ｂ、ファクシミリ信号の変調／復調を行うファクシミリモデム（ＭＯＤ
ＥＭ）２０Ｂ、公衆網との接続制御を行う網制御部（ＮＣＵ）２８が備わる。
【０１２４】
　この通信画像処理部１８Ｂ（本願の請求項６における、第２の通信画像処理手段）、Ｔ
３０制御部１９Ｂ（同、第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段）、ＭＯＤＥＭ
２０Ｂ（同、第２のファクシミリモデム）、ＮＣＵ２８から成る部分は、公衆網４５を介
してＧ３ファクシミリ通信を行う既存Ｇ３方式のファクシミリ通信手段（以下、対公衆網
通信手段という）を形成している。
【０１２５】
また、このファクシミリ装置１０－３のシステム制御部１３には、対ＩＰ網通信手段と対
公衆網通信手段のいずれかを選択して発信する通信手段選択制御機能が備わる。
【０１２６】
図６は、第３の実施例に係わるファクシミリ装置１０－３が配置されるネットワークの構
成を示す図である。
【０１２７】
図６において、ファクシミリ装置１０Ｅ（インターネットＦＡＸ：ＩＰ－ＦＡＸ）が第３
の実施例に係わるファクシミリ装置１０－３（図５参照）に相当する。
【０１２８】
このファクシミリ装置１０Ｅは、ＮＣＵ２８を介して公衆網４５の回線に接続されている
。公衆網４５には、既存（Ｇ３）ファクシミリ装置１０Ｆが接続される。
【０１２９】
また、ファクシミリ装置１０Ｅは、ネットワークＩ／Ｆ２６によりＬＡＮ３０を介してＩ
Ｐ網４０に接続される。
【０１３０】
ＩＰ網４０には、ファクシミリ装置１０Ｅと同等の機能を有するファクシミリ装置１０Ｇ
（ＩＰ－ＦＡＸ）が接続されている。
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【０１３１】
また、ＩＰ網４０には、ＶｏＩＰ技術を用いたゲートウェイ（ＶｏＩＰ　ＧＷ）５０Ｈを
介してを介して既存（Ｇ３）ファクシミリ装置１０Ｈが接続されている。
【０１３２】
かかるネットワーク構成において、ファクシミリ装置１０Ｅは、上述した対ＩＰ網通信手
段（見做し音声方式）により、ＩＰ網４０、ゲートウェイ５０Ｈを通じて、ファクシミリ
装置１０Ｈと見做し音声方式によるＧ３ファクシミリ通信を行うことができる。
【０１３３】
また、ファクシミリ装置１０Ｅは、対ＩＰ網通信手段により、ＩＰ網４０を通じて、ファ
クシミリ装置１０Ｇと見做し音声方式によるＧ３ファクシミリ通信を行うことができる。
【０１３４】
また、ファクシミリ装置１０Ｅは、上述した対公衆網通信手段により、公衆網４５を介し
てファクシミリ装置１０ＦとＧ３ファクシミリ通信を行うことができる。
【０１３５】
対ＩＰ網通信手段を選択するか対公衆網通信手段を選択するかは、例えば、システム制御
部１３に設けられた選択発信制御部１３５の選択発信制御に委ねられる。
【０１３６】
この選択発信制御の具体的な例として、選択発信制御部１３５は、発呼する相手端末がＩ
Ｐ網端末であるか非ＩＰ網端末であるかによって通信手段の選択を行う。
【０１３７】
これを実現するために、例えば、ＲＡＭ１２内に設けられるＩＰ網端末登録テーブルには
、ＩＰ網４０上に配置されてＩＰプロトコルを用いて通信可能なＩＰ網端末の識別情報が
記憶されている。
【０１３８】
図７は、ＩＰ網端末登録テーブル１２１の一例を示す図である。図７に示すように、ＩＰ
網端末登録テーブル１２１には、ＩＰ網４０内で運用するためにＩＰ網端末に割り当てら
れる番号（ＩＰ電話番号）のうちの先頭から任意の桁の数字例えば“０５０”，“９”等
がＩＰ端末識別情報として登録されている。
【０１３９】
選択発信制御部１３５は、ファクシミリ送信に際して、相手端末の番号（相手先番号）が
入力された場合、該番号の先頭にＩＰ網端末登録テーブル１２１に登録される数字が含ま
れるか否かによって、相手端末がＩＰ網端末であるか非ＩＰ網端末であるかを認識し、相
手端末がＩＰ網端末である時には対ＩＰ網通信手段を選択してＩＰ網４０に発信する制御
を行い、相手端末が非ＩＰ網端末である時には対公衆網通信手段を選択して公衆網４５に
発信する制御を行う。
【０１４０】
図８は、第３の実施例に係わるファクシミリ装置１０Ｅ（図５のファクシミリ装置１０－
３）の通信動作を示すフローチャートである。
【０１４１】
このファクシミリ装置１０Ｅでは、ユーザにより、操作／表示部１７を用いて相手先番号
の入力後、送信開始操作がなされると（ステップＳ８０１）、選択発信制御部１３５が、
該相手先番号を取り込み、ＩＰ網端末登録テーブル１２１に登録される数字と比較するこ
とにより、該相手先番号の先頭にＩＰ網端末識別情報が含まれているかどうかをチェック
する（ステップＳ８０２）。
【０１４２】
ここで、ＩＰ網端末識別情報が含まれている場合（ステップＳ８０２ＹＥＳ）、選択発信
制御部１３５は、接続対象の回線としてＬＡＮ３０を選択し（ステップＳ８０３）、対Ｉ
Ｐ網通信手段（通信画像処理部１８Ａ、Ｔ３０制御部１９Ａ、ＭＯＤＥＭ２０Ａ、音声符
号化／復号化部２１、リアルタイム転送制御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５：
図１参照）を用いてネットワークＩ／Ｆ２６からＩＰ網４０経由で相手先に発呼するよう
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に制御する。
【０１４３】
その後、セッション接続制御部２７により相手先とのセッションが確立されると、対ＩＰ
網通信手段で、ＶｏＩＰの技術を使って、Ｇ３ファクシミリの通信手順をそのままＩＰ網
４０に乗せる信号処理を行い、相手先との間で見做し音声方式のＧ３ファクシミリ通信を
実施する（ステップ８０４）。
【０１４４】
これに対し、相手先番号の先頭にＩＰ網端末識別情報が含まれていない場合（ステップＳ
８０２ＮＯ）、選択発信制御部１３５は、接続対象の回線としてＰＳＴＮ（公衆網４５）
を選択し（ステップＳ８０５）、対公衆網通信手段（通信画像処理部１８Ｂ、Ｔ３０制御
部１９Ｂ、ＭＯＤＥＭ２０Ｂ：図１参照）を用いてＮＣＵ２８から公衆網４５経由で相手
先に発呼するように制御する。
【０１４５】
その後、セッション接続制御部２７により相手先とのセッションが確立されると、対公衆
網通信手段でＧ３ファクシミリの通信手順を実施し、相手先との間で公衆網４５経由のＧ
３ファクシミリ通信を実施する（ステップ８０６）。
【０１４６】
このように、第３の実施例に係わるファクシミリ装置１０－３では、通信画像処理部１８
Ａ、Ｔ３０制御部１９Ａ、ＭＯＤＥＭ２０Ａ、音声符号化／復号化部２１、リアルタイム
転送制御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５から成る見做し音声方式のファクシミ
リ通信手段（対ＩＰ網通信手段：図５参照）を具備している。
【０１４７】
かかる構成により、本発明のファクシミリ装置１０－３においても、アダプタやアダプタ
機能付ＩＰ電話端末を外付けすることなく、ＬＡＮ３０を介して見做し音声方式のファク
シミリ通信を実現できる。
【０１４８】
また、本実施例のファクシミリ装置１０－３によれば、図５に示すように、上述した対Ｉ
Ｐ網通信手段の他、通信画像処理部１８Ｂ、Ｔ３０制御部１９Ｂ、ＭＯＤＥＭ２０Ｂ、Ｎ
ＣＵ２８から成る公衆網経由のＧ３ファクシミリ通信手段（対公衆網通信手段：図５参照
）と、対ＩＰ網通信手段または対公衆網通信手段のいずれかを選択する通信手段選択制御
機能を有するため、ＩＰ網に接続されるファクシミリ装置とは対ＩＰ網通信手段（見做し
音声方式）を用いて見做し音声方式のファクシミリ通信を行うことができ、公衆網に接続
されるファクシミリ装置とは対公衆網通信手段（既存Ｇ３方式）を用いてファクシミリ通
信を行うことができる。
【０１４９】
図９は、第４の実施例に係わるファクシミリ装置１０－４の構成を示すブロック図である
。
【０１５０】
このファクシミリ装置１０－４において、ＣＰＵ１１、ＲＡＭ１２、システム制御部１３
、画像蓄積部１４、読取部１５、記録部１６、操作／表示部１７、音声符号化／復号化部
２１、リアルタイム転送制御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５、ネットワークＩ
／Ｆ２６、セッション接続制御部２７、ＮＣＵ２８は、第３の実施例に係わるファクシミ
リ装置１０－３の対応各部と同様のものである。
【０１５１】
通信画像処理部１８、Ｔ３０制御部１９、ＭＯＤＥＭ２０は、それぞれ、第３の実施例に
係わるファクシミリ装置１０－３の通信画像処理部（１８Ａ，１８Ｂ）、Ｔ３０制御部（
１９Ａ，１９Ｂ）、ＭＯＤＥＭ（２０Ａ，２０Ｂ）と同様のものである。
【０１５２】
更に、ＭＯＤＥＭ２０と音声符号化／復号化処理部２１及びＮＣＵ２８の間には、ＭＯＤ
ＥＭ２０と音声符号化／復号化処理部２１またはＮＣＵ２８間の接続を選択的に切替える
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切替部２９が設けられる。
【０１５３】
このファクシミリ装置１０－４では、切替部２９の切替によって、通信画像処理部１８、
Ｔ３０制御部１９、ＭＯＤＥＭ２０、切替部２９、音声符号化／復号化部２１、リアルタ
イム転送制御部２２、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部２５から成る通信経路と、通信画像処
理部１８、Ｔ３０制御部１９、ＭＯＤＥＭ２０、切替部２９、ＮＣＵ２８から成る通信経
路とを選択的に形成できる。
【０１５４】
前者の通信経路は、第３の実施例に係わるファクシミリ装置１０－３での対ＩＰ網通信手
段に相当し、後者の通信経路は、同ファクシミリ装置１０－３での対公衆網通信手段に相
当する。
【０１５５】
すなわち、第４の実施例に係わるファクシミリ装置１０－４は、第３の実施例に係わるフ
ァクシミリ装置１０－３において、対ＩＰ網通信手段と対公衆網通信手段毎に備えていた
通信画像処理部１８Ａ，１８Ｂ、Ｔ３０制御部１９Ａ，１９Ｂ及びＭＯＤＥＭ２０Ａ，２
０Ｂを各々１つのモジュール（通信画像処理部１８、Ｔ３０制御部１９及びＭＯＤＥＭ２
０）として構成したものである。
【０１５６】
これにより、第４の実施例では２系統分必要であった通信画像処理部、Ｔ３０制御部及び
ＭＯＤＥＭを、第２の実施例では１系統分で済み、ファクシミリ装置１０－３よりも更に
構成を簡略化できかつ機器コストを低減できる。
【０１５７】
なお、第４の実施例に係わるファクシミリ装置１０－４の動作については、選択発信制御
部１３５において、切替部２９を切替え制御することにより、対ＩＰ網通信手段と対公衆
網通信手段を選択的に切替える制御が加わる以外は、第３の実施例に係わるファクシミリ
装置１０－３と同じである。
【０１５８】
従って、このファクシミリ装置１０－３においても、ＩＰ電話端末を外付けすることなく
、ＬＡＮ３０に接続したまま見做し音声方式のファクシミリ通信を行うことができ、必要
に応じて、公衆網４５経由のＧ３ファクシミリ通信を行うこともできる。
【０１５９】
なお、本発明は、上記し、且つ図面に示す実施例に限定することなく、その要旨を変更し
ない範囲内で適宜変形して実施できるものである。
【０１６０】
例えば、見做し音声方式の通信手段に関連する構成要素として、見做し音声通信経路中に
選択的に接続する制御を行って通話を行なうことができる音声通話部（ハンドセット）を
設けても良い。
【０１６１】
具体的には、図１，図４におけるＭＯＤＥＭ２０と音声符号化／復号化部２１の間、図５
における音声符号化／復号化部２１とＮＣＵ２８との間、図９における切替部２９に接続
して音声通話部を設ける構成が考えられる。
【０１６２】
また、上記実施例では、見做し音声方式とＴ．３８方式、または見做し音声方式と既存Ｇ
３方式のいずれかの組み合わせであったが、見做し音声方式、Ｔ．３８方式、既存Ｇ３方
式の三者の組み合わせも実現可能である。
【０１６３】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段、リ
アルタイム転送プロトコル制御手段、音声符号化／復号化手段、ファクシミリモデム、第
１のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段及び第１の通信画像処理手段から成る第１
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の通信手段と、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段、Ｔ３８プロトコル制御手段、
第２のＴ．３０ファクシミリプロトコル制御手段及び第２の通信画像処理手段から成る第
２の通信手段のいずれかを選択する通信手段選択手段を設けたため、ＶｏＩＰゲートウェ
イを介して、Ｇ３ファクシミリ装置と第１の通信手段を用いてリアルタイムファクシミリ
通信を行い、Ｔ．３８対応のファクシミリ装置と第２の通信手段を用いてリアルタイムフ
ァクシミリ通信を行うことができる。
【０１６５】
この場合、第１と第２の通信手段において、ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰプロトコル制御手段を
始めとした内部モジュールを共有化することで、回路構成を簡略化し、コスト低減を図れ
る。
【０１６６】
また、本発明では、見做し音声方式の通信手段に加えて、公衆回線網への接続を制御する
網制御部、対公衆網用ファクシミリモデム、対公衆網用ファクシミリプロトコル制御手段
及び対公衆網用通信画像処理手段から成る既存ファクシミリ通信手段と、これら両通信手
段のいずれかを選択する通信手段選択手段を更に設けたため、ＩＰ網に接続されるファク
シミリ装置とは上記見做し音声方式の通信手段を用いて見做し音声方式のファクシミリ通
信を行うことができると共に、公衆網に接続されるファクシミリ装置とは既存ファクシミ
リ通信手段を用いてファクシミリ通信を行うことができる。
【０１６７】
　また、この場合、見做し音声方式の通信手段と既存ファクシミリ通信手段において、フ
ァクシミリモデム、ファクシミリプロトコル制御手段及び通信画像処理手段等の内部モジ
ュールを共有化することで、回路構成を簡略化し、コスト低減を図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施例に係るファクシミリ装置の機能構成を示すブロック図。
【図２】第１の実施例のファクシミリ装置が配置されるネットワークの構成を示す図。
【図３】第１の実施例に係わるファクシミリ装置の処理動作を示すフローチャート。
【図４】第２の実施例に係るファクシミリ装置の機能構成を示すブロック図。
【図５】第３の実施例に係るファクシミリ装置の機能構成を示すブロック図。
【図６】第３の実施例のファクシミリ装置が配置されるネットワークの構成を示す図。
【図７】第３の実施例に係わるＩＰ網端末登録テーブルの構成を示す図。
【図８】第３の実施例に係わるファクシミリ装置の処理動作を示すフローチャート。
【図９】第４の実施例に係るファクシミリ装置の機能構成を示すブロック図。
【符号の説明】
１０－１，１０－２，１０－３，１０－４，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ，１０Ｅ，
１０Ｆ，１０Ｇ，１０Ｈ…ファクシミリ装置、１１…中央処理装置（ＣＰＵ）、１２…Ｒ
ＡＭ（ランダム・アクセス・メモリ）、１２１…ＩＰ網端末登録テーブル、１３…システ
ム制御部、１３１，１３５…選択発信制御部、１４…画像蓄積部、１５…読取部、１６…
記録部、１７…操作／表示部、１８Ａ，１８Ｂ…通信画像処理部、１９Ａ，１９Ｂ…Ｔ３
０制御部、２０，２０Ａ，２０Ｂ…ファクシミリモデム（ＭＯＤＥＭ）、２１…音声符号
化／復号化部、２２…リアルタイム転送制御部、２３，２９…切替部、２４…Ｔ３８制御
部、２５…ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ制御部、２６…ネットワークインタフェース（Ｉ／Ｆ）
、２７…セッション接続制御部、２８…網制御部（ＮＣＵ）、３０…ＬＡＮ（Local Area
 Network）、４０…ＩＰ網、４５…公衆網、５０Ｃ，５０Ｈ…ゲートウェイ（ＶｏＩＰ　
ＧＷ）、５０Ｄ…ゲートウェイ（Ｔ．３８　ＧＷ）
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